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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被検体を撮影して得られた画像の信号値を用いて所定の方式に従ってテンプレート化さ
れた被検体の生体器官の種々の観点に基づく診断用画像情報を格納しているデータベース
；
　被検体に当接した超音波探触子を通して収集したエコー信号から構成された当該生体器
官の断層画像情報を上記データベース中に格納されているテンプレート化された診断用画
像情報と照合可能な形にテンプレート化するテンプレート変換部；
　上記テンプレート変換部でテンプレート化された断層画像情報と上記データベース中に
格納されているテンプレート化された診断用画像情報を照合する照合部；および
　上記照合部による照合結果を、当該被検体に当接した超音波探触子を通して収集したエ
コー信号から構成された当該生体器官の断層画像と共にリアルタイムで表示する表示装置
を有し、
　上記テンプレート変換部でテンプレート化された断層画像情報の一部は登録可能な形に
データベース化されて、上記データベース中に格納され、
　上記テンプレート変換部に入力される信号は、断層画像上の上記超音波探触子からの超
音波ビームの方向に沿ってスキャンした各点からの信号値であることを特徴とする超音波
診断装置。
【請求項２】
　被検体の生体器官は、心臓であり、その断層画像情報は被検体の心電図波形上の所定の
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時相に同期して取得されたものであることを特徴とする請求項1に記載の超音波診断装置
。
【請求項３】
　上記照合部が上記所定の時相に該当する上記診断用画像情報を上記データベースから読
み出すことを特徴とする請求項2に記載の超音波診断装置。
【請求項４】
　上記データベースに格納される上記診断用画像情報が上記所定の時相に該当する診断用
画像情報のみであることを特徴とする請求項3に記載の超音波診断装置。
【請求項５】
　前の識別処理が終了したか否かを判定する識別処理判定部をさらに備えることを特徴と
する請求項2に記載の超音波診断装置。
【請求項６】
　上記テンプレート変換部に入力させる信号は、断層画像上を縦あるいは横方向にスキャ
ンした各点からの信号値であることを特徴とする請求項1に記載の超音波診断装置。
【請求項７】
　上記心臓の断層画像情報は、被検体の心電図波形上の所定の時相と関連付られる心臓の
動きの速度の時相に同期して取得されたものであることを特徴とする請求項2に記載の超
音波診断装置。
【請求項８】
　上記照合部においてテンプレート化された断層画像情報と上記データベース中に格納さ
れている診断用画像情報との照合がとれた際には、照合結果の一つとしてその断層画像情
報の種類を示すシンボルマークあるいは文字が上記表示装置に表示されることを特徴とす
る請求項1に記載の超音波診断装置。
【請求項９】
　上記データベースには、テンプレート化された健常者の標準的な診断用画像情報に加え
て、病変部を含むテンプレート化された診断用画像情報が格納されており、上記照合部に
おいて、テンプレート化された断層画像情報と上記データベースに格納されている病変部
を含むテンプレート化された診断用画像情報との照合がとれた際には、照合結果の一つと
してその断層画像情報の疾患名が、上記表示装置に表示されることを特徴とする請求項1
に記載の超音波診断装置。
【請求項１０】
　上記データベースに格納されているテンプレート化されたそれぞれの診断用画像情報に
は、それぞれ診断用画像情報に関連する被検体の年齢、性別、疾患名、計測用初期設定値
あるいは過去の計測設定値を含む付帯情報が付帯されていることを特徴とすると請求項1
に記載の超音波診断装置。
【請求項１１】
　上記テンプレート変換部は、上記テンプレート化の際、固有空間法あるいは部分空間法
を用いることを特徴とする請求項1に記載の超音波診断装置。
【請求項１２】
　所定の方式に従ってテンプレート化された被検体の生体器官の種々の観点に基づく診断
用画像情報を格納しているデータベース；
　被検体に当接した超音波探触子を通して収集したエコー信号から構成された当該生体器
官の断層画像情報を上記データベース中に格納されているテンプレート化された診断用画
像情報と照合可能な形にテンプレート化するテンプレート変換部；
　上記テンプレート変換部でテンプレート化された断層画像情報と上記データベース中に
格納されているテンプレート化された診断用画像情報を照合する照合部；および
　上記照合部による照合結果を、当該被検体に当接した超音波探触子を通して収集したエ
コー信号から構成された当該生体器官の断層画像と共にリアルタイムで表示する表示装置
を備えた超音波診断装置であって、
　上記テンプレート変換部でテンプレート化された断層画像情報の一部は登録可能な形に
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データベース化されて、上記データベース中に格納され、
　上記テンプレート変換部に入力される信号は、断層画像上の上記超音波探触子からの超
音波ビームの方向に沿ってスキャンした各点からの信号値であることを特徴とする超音波
診断装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、超音波診断装置に係り、特に、探触子を通して得られた被検体の断層画像情
報を、データベースから取り入れた診断画像情報と照合し、その照合結果を表示装置に表
示し、その後の検者の計測、診断を支援、補助する機能を有する超音波診断装置の改良に
関する。
【背景技術】
【０００２】
　超音波診断装置を用いた、例えば、心機能の診断において、血流、心腔容積、心筋の歪
みを定量評価することは、心臓病変の診断に極めて有用である。
【０００３】
　このため、超音波診断装置を用いた心機能診断にあたっては、探触子を通して心臓の断
層画像を様々な方向から得て、これら断層画像が観察、計測される。例えば、短軸像では
、弁、心筋の壁厚、壁運動が、長軸像では、弁、心腔容積、血流、心筋の壁厚、壁運動の
観察ができる。
【０００４】
　そして、このような断層画像を観察しながらの心機能の診断にあたっては、表示装置に
現に表示されている前記断層画像が、例えば、短軸像であるか長軸像であるか等の断層像
の種類を容易に判定することができれば、その後の計測、診断が極めて効率的となる。
【０００５】
　このため、例えば、特開２００２－１４０６８９号公報は、生体器官、特に心臓の各断
面像の画像パターンを辞書画像として記憶している断面情報解析手段が、取得手段が取得
した生体器官の二次元の断面像と前記記憶した辞書画像を比較し、類似したパターンより
なる辞書画像に基づいて、前記断面画像の三次元的な断面位置と断面方向よりなる断面情
報を解析し、その解析結果を出力手段に出力し、取得した生体の断面像データから自動的
に断面の位置と方向を認識し、医師の診断補助となるような対象物の構造情報を抽出でき
る、例えば、超音波診断装置と組合せて使用される医用画像処理装置を開示している。
【０００６】
　しかし、上記特開２００２－１４０６８９号公報に開示される超音波診断装置に使われ
る医用画像処理装置における断面情報の解析は、最初に検者が計測に適切な断層像を取得
することが前提であり、適切な断層像の取得後の断面情報の解析を取り扱うものであった
。
【０００７】
　このため、心機能計測においては、検者は、計測に先立って、大量の計測メニューから
計測目的に応じた計測項目を選択することを要求されると共に、計測目的に合った適切な
断層像が取得できているか否かを経験に基づいて常に確認しながら検査を行う必要があっ
た。
【０００８】
　本発明の目的は、検者が取得した断層像の種類をリアルタイムにかつ自動的に識別でき
る超音波診断装置を提供することである。
【発明の開示】
【０００９】
　本願において開示される発明のうち、代表的なものの概要を以下に簡単に説明する。
【００１０】
（１）本発明による超音波診断装置は、例えば、被検体の断層画像情報をテンプレート化
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された断層画像情報に変換するテンプレート変換部と、テンプレート化された診断画像情
報を予め記憶するデータベースと、前記被検体のテンプレート化された断層画像情報を前
記テンプレート化された診断画像情報と照合する照合部と、該照合部による照合結果を表
示する表示装置とを備えることを特徴とする。
【００１１】
（２）本発明による超音波診断装置は、例えば、（１）の構成を前提とし、前記照合部に
よって、テンプレート化された該断層画像情報と前記診断画像情報との照合がとれた際に
は、その断層画像と共に前記断層画像情報の種類を示すシンボルマーク、例えば、ボディ
マークあるいは文字が前記表示装置に表示されることを特徴とする。
【００１２】
（３）本発明による超音波診断装置は、例えば、（１）の構成を前提とし、前記データベ
ースから取り入れられるテンプレート化された診断画像情報は健常者の標準的な診断用画
像情報に加えて、病変部を含む診断画像情報をも含むものであり、
　前記照合部によって、テンプレート化された前記断層画像情報と前記病変部を含む診断
画像情報との照合がとれた際には、その断層画像と共に疾患名が前記表示装置に表示され
ることを特徴とする。
【００１３】
（４）本発明による超音波診断装置は、例えば、（１）の構成を前提とし、探触子を通し
て得られる被検体の断層画像情報は、前記被検体の心電図のある時相に同期して得られた
心臓の断層画像情報であることを特徴とする。
【００１４】
　本発明によれば、計測目的に適合した適切な断層像が取得できていることがリアルタイ
ムに確認できるので、その確認に基づく計測の精度が向上すると共に、その後の検査診断
の効率も格段に向上することになる。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】図１は、本発明超音波診断装置の一実施例を示すブロック図。
【図２】図２は、図１に示した本発明一実施例による被検体の心臓の断層像の取得、その
識別およびその識別された断層像の計測の手順を説明するフローチャート。
【図３】図３は、図２の心電図（ＥＣＧ）Ｒ波同期の信号取得およびその後の識別処理を
説明する図。
【図４】図１の信号値抽出部３で抽出されテンプレート変換部４に入力される信号の一例
を説明する図。
【図５】図５は、同様に、図１の信号値抽出部３で抽出されテンプレート変換部４に入力
される信号のもう一つの例を説明する図。
【図６】図６も、同様に、図１の信号値抽出部３で抽出されテンプレート変換部４に入力
される信号のさらにもう一つの例を説明する図。
【図７】図７は図１の表示装置９に表示された断層像とその種類をボディマークおよび文
字によって示した一表示例を示す図。
【図８】図８は、図３で説明したＲ波同期の信号取得に替えて心臓の動きの速度を時相と
して利用する場合の、心臓の動きの速度を算出する方法を説明する図。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１６】
　以下、本発明による超音波診断装置の実施例を図面を用いて説明をする。
【００１７】
　図１は、本発明による超音波診断装置の一実施例を示すブロックである。本実施例の超
音波診断装置は、まず、データベース６から診断画像情報を取り入れ可能に構成されてい
る。なお、このデータベース６は、超音波診断装置自体が具備する記憶装置内に構成され
ていてもよく、該超音波診断装置とは別個のものとして該超音波診断装置と距離を有して
配置されていてもよい。
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【００１８】
　データベース６には、マウス、キーボード、トラックボールおよびディスク等からのテ
ンプレートデータ読込み部を含む入力装置７および関連情報を付加する断層データ付帯手
段８を順次介して、診断画像情報が格納される。ここで、該データベース６に格納されて
いる該診断画像情報はいわゆるテンプレート化された診断画像情報として構成されている
。この診断画像情報は、後に詳述するように、探触子１を通して得られる被検体の断層画
像情報とリアルタイムで照合される。テンプレート化された診断画像情報は、前記入力装
置７から入力される場合の他に、超音波診断装置の内部に具備される後述のテンプレート
変換部４からも必要に応じて入力されるよう構成される。これは、データベース６内にで
きるだけ多くの最新のテンプレート化された情報を格納せんとするためである。なお、テ
ンプレート作成の手法としては、後に詳述するように、例えば、固有空間法、部分空間法
、相互部分空間法等が用いられる。
【００１９】
　また、前記断層データ付帯手段８は、各診断画像情報に関して、例えば、該診断画像情
報の種類等の他のデータをこれら診断画像情報に関連して付帯する。これにより、各診断
画像情報のうちの一つが選別された場合、該診断画像情報に関連する各種のデータ、例え
ば、画像の種類名、被検体の年齢、性別、疾患名、その画像の標準的な計測用初期設定値
および過去にユーザが設定した計測設定値が入手可能となる。
【００２０】
　このデータベース６には、計測および診断目的に応じたセットが電子ファイルとして用
意される。目的に応じた前記セットとしては、例えば、断面の種類の識別を目的として、
通常の検査で取得する、例えば、傍胸骨アプローチ像の断面（左室長軸断面、左室短軸断
面、右室流入路長軸断面）あるいは心尖部アプローチ像の断面（左室長軸断面、四腔断面
、五腔断面、二腔断面）を含む集合をセット内容とするもの、心筋症の種類の識別を目的
として、例えば、肥大型心筋症（各種肥大様式を含む）、拡張型心筋症等の断層像を含む
集合をセット内容とするもの、弁膜疾患の種類の識別を目的として、例えば、僧帽弁疾患
、大動脈弁疾患、三尖弁疾患等の断層像を含む集合をセット内容とするもの、先天性心疾
患の種類の識別を目的として、例えば、心房中隔欠損、心室中隔欠損等の断層像を含む集
合をセット内容とするものが挙げられる。
【００２１】
　なお、これらの各セットは独立して用いても、あるいは、これら各セットを組み合せて
一つのセットに統合し、断面識別と疾患の種類の識別を同時に行えるようにしてもよい。
また、表示深度や断面ごとの、かつ、患者の性別や年齢に応じた多種のテンプレート化し
た診断画像情報を準備できる。これによって、広範囲の入力断層像を識別するためのデー
タベースを準備することが可能になる。データベースのセットをある特定の病変データを
含んだものにすれば、疾患の識別用として利用することができる。例えば、拡張型心筋症
や肥大型心筋症のデータベースを準備すれば、心臓の形状が正常と異なるときの断層像か
ら病変、疾患を識別するのに有効である。さらに、ユーザはユーザ側の観点に従った新た
なデータベースセットを作成し、これにデータを追加あるいは削除して、ユーザの利用状
況に応じたデータベースを構築することができる。
【００２２】
　一方、超音波診断装置には、被検体の体表等に当接して用いられる探触子１およびこの
探触子１を介して得られる前記被検体内の反射エコー信号によって作成される前記被検体
の断層像情報（信号）を格納する信号値記憶部２が備えられている。なお、前記断層像情
報としては、後述する図２の説明等からも明らかとなるように、被検体の生体器官、例え
ば、動きのある心臓の断層画像を対象とし、かつ、例えば、Ｒ波の検出ごとに該断層画像
を得ることができるように構成されている。
【００２３】
　また、超音波診断装置は、この信号値記憶部２に格納されている断層像情報（信号）か
ら所定の断層像情報を抽出する信号値抽出部３を備えている。抽出する断層像情報として
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は、情報の振幅値をそのまま抽出してもよいし、ある任意の領域の統計量を計算して抽出
するようにしてもよい。探触子１として、例えば、セクタ型探触子を用いている場合、扇
状を構成する断層面ＤＬの全てのエコー信号、あるいは画像の輝度値を抽出するようにし
てもよい。さらには、図４に示すように、断層面ＤＬにおいて扇状にスキャンした各位置
の信号を抽出するようにしても、図５に示すように、断層面ＤＬにおいて横方向にスキャ
ンした各位置の信号を抽出するようにしても、図６に示すように、断層面ＤＬにおいて縦
方向にスキャンした各位置の信号を抽出するようにしてもよい。また、画像の解像度が高
く、データ量が大きくなりすぎる場合には、解像度を下げたり、画素を間引いて情報を抽
出するようにしてもよい。
【００２４】
　図４に示したように、断層面ＤＬにおいて扇状にスキャンした各位置の信号を抽出する
場合には、超音波ビームと同じ方向に信号値を取り出していくので、エコー信号値を高速
で取り出せる効果を有する。反面、浅部（プローブに近いところ）で密度が高く、深部で
密度が低いため（図４に示すように上部ほど線の密度が高く下部ほど線の密度が低いこと
に対応する）、心臓全体の信号値を抽出するには深さによって情報量にアンバランスが生
じる。しかし、図５および図６に示すように、横または縦のスキャンで信号を抽出する場
合には、格子状の座標で信号値を取得するので、浅部と深部で情報の密度が等しく心臓全
体の情報をバランスよく抽出することができる効果がある。
【００２５】
　そして、この信号値抽出部３によって抽出された断層像情報は、テンプレート変換部４
によって、テンプレート化された断層像情報に変換される。このようにテンプレート化さ
れた断層像情報を作成することにより、前記データベース６からの対応するテンプレート
化されている診断画像情報との照合を容易かつ極めて短時間に行なうことができる。
【００２６】
　このテンプレート化の手法としては、データ量を減らしたり、特徴部の抽出を行ったり
する場合には、例えば、先に言及した固有空間法を用い、複数の時相の信号値を取得する
場合には、例えば、先に言及した部分空間法を用いることができる。そして、このように
して所定の方式に従ってテンプレート化された断層像情報は、上述したように必要に応じ
て、登録可能な形にテンプレート化されてデータベース６に格納されるように構成されて
いる。
【００２７】
　ここで、まず、前記固有空間法を用いてデータベース６に登録可能な形にテンプレート
化した断層像情報を得る方法について説明をする。
【００２８】
　まず、前記信号値抽出部３から得られる断層像情報の信号値ベクトルの集合をＡとする
。そして、データベース化に用いる断層像の個数をＮとして、その平均値（Ａに‾）およ
び共分散行列Ｓを下式に従って求め、固有空間を作成する。なお、Ｔは行列の転置演算を
示す。
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【００２９】
　前記Ｓを固有値分解して、固有値λ、固有ベクトルｕを求める。固有値λを降順に並べ
て、固有値の大きい順から任意のｋ個に対応する固有ベクトルΦ＝｛ｕ１，ｕ２，……，
ｕｋ｝を求め、次式（３）でＡを投影したベクトルＡ＊をテンプレートとしてデータベー
ス化する。これによると、データベースの容量が小さくなり、かつ、信号の主となる特徴
のみを効率よくデータベース化できる。

【００３０】
　また、もう一つのデータベース６に登録可能な形でテンプレート化する手法として部分
空間法を用いる手法があり、ある断面ｐの信号値ベクトルＡｐについてＬ個のフレーム（
例えば、ＥＣＧ上のＰ、Ｑ、Ｒ、Ｓ、Ｔ、Ｕ波や他のフレームから選択した）の信号値を
用いて、その平均値（Ａｐに‾）および共分散行列Ｓｐを下式に従って求め、部分空間を
作成する。

【００３１】
　前記Ｓｐを固有値分解して、固有値λｐ、固有ベクトルｕｐを求める。固有値λｐを降
順に並べて、固有値の大きい順から任意のｋ個に対応する固有ベクトルΦｐ＝｛ｕｐ１，
ｕｐ２，……，ｕｐｋ｝を求め、次式（６）でＡを投影したベクトルＡ＊

ｐをテンプレー
トとしてデータベース化する。これによると、データベースの容量が小さくなり、かつ、
画像の主となる特徴のみを効率よくデータベース化できる。また信号は常に変動している
ので単一の信号だけでは取得できないような特徴も複数の信号を用いることで安定して抽
出することができる。

【００３２】
　照合部５では、新たに照合のために、テンプレート変換部４から入力された断面の種類
が未知の信号値ベクトルＡｎｅｗと、断面の種類が既知であるデータベースの間で照合処
理を行う。入力された断面の信号値ベクトルＡｎｅｗの特徴と最も近い特徴をもつ断面を
データベース６の診断画像情報から見つけ出す処理である。
【００３３】
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　前記固有空間法を用いてテンプレート化されたデータベース６を用いる場合には、次式
（７）のようにＡｎｅｗを固有空間に投影する。

【００３４】
　投影されたベクトルＡ＊

ｎｅｗと式（３）のＡ＊の差異を数値化して、差異が最も小さ
い断面を見つけ出す。この差異が最も小さい断面の種類が識別された断面の種類となる。
この差異の数値化には、ユークリッド距離、マハラノビス距離、マンハッタン距離、類似
度といった尺度を用いることができる。以下、差異を数値化する場合には上記の尺度を用
いる。
【００３５】
　また、前記部分空間法を用いてテンプレート化されたデータベース６を用いる場合には
、式（８）のようにＡｎｅｗを各断面ｐの部分空間に投影する。

【００３６】
　投影されたベクトルＡ＊

ｐｎｅｗと式（６）のＡ＊
ｐの差異を数値化して断面を識別す

る。
【００３７】
　上記両手法において、テンプレート化された入力とデータベース中テンプレートとの差
異について、しきい値を設けて、しきい値より差異が大きい場合には、照合不可とする。
【００３８】
　また、複数の断面の信号を入力して、テンプレート化された入力部分空間を作成し、入
力部分空間とデータベースの部分空間を照合させる相互部分空間法を用いることもできる
。
【００３９】
　このようにして、探触子１を通して得られた被検体のテンプレート化された断層画像情
報がデータベース６から取り出されるテンプレート化されている診断画像情報と照合部５
で照合され、それらの差が所定のしきい値以下の場合には、図７に示すように、表示装置
９の表示面９Ａに前記断層画像情報の種類を示すシンボルマークの一つであるボディマー
ク１２および文字１３が表示される。断層画像情報の前記種類としては、例えば、「心尖
部二腔」、「傍胸骨短軸」、「心尖部長軸」、あるいは「心房中隔欠損」等が挙げられる
。この場合、このボディマーク１２と文字１３はそれらの一方を表示させるようにしても
よい。なお、前記表示装置９の表示面９Ａには、その大部分の領域において、前記探触子
１を通して得られた被検体のテンプレート化されていない断層画像情報である断層面ＤＬ
が表示され、この断層画像の種類が前記ボディマーク１２あるいは文字１３によって即判
定できるように構成されている。
【００４０】
　そして、この場合、データベース６に格納する診断画像情報として病変データを含むも
のが準備されている場合には、前記表示面９Ａに疾患を表示するようにしてもよい。さら
に、探触子１を通して得られる断層画像情報とデータベース６から取り出される診断画像
情報の照合が不可能であった場合、照合不可能を示すマークを示したり、また何も示さな
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い状態にするようにしてもよい。ボディマーク１２と文字１３の表示は、例えば、Ｒ波を
検出するごとに照合結果を更新してもよいし、照合処理が完了した時点でその都度更新し
てもよい。これにより、検者は、検査目的に対応した断層像が正しく取得できているかを
確認することができる。
【００４１】
　計測設定部１０は、識別された断層像の種類に基づいて、その計測メニューや初期設定
値を更新するように構成されている。例えば、短軸像が識別されたら、長軸像だけで使用
する計測項目は削除して、短軸像で使う計測項目だけでメニューを構築し、検者が計測モ
ードに入ったとき、短軸メニューのみ表示する。これによって従来のような全計測項目か
らの煩雑な計測項目選択の負担が軽減されるようになる。他の断層像が識別されたときも
同様の動作を行う。また、識別された断面とセットとしてデータベース化しておいた計測
設定値を呼び出して、初期設定値として自動的に入力させておくこともできる。
【００４２】
　計測設定部１０で、計測項目の設定値が設定されると、その設定値に基づいて表示され
ている断層像について、計測部１１で計測が実行され、その結果が表示装置９に表示され
る。
【００４３】
　図２は、図１に示した本発明一実施例の超音波診断装置による、被検体の心臓の断層像
の取得、その識別された断層像の計測の動作手順を説明するフローチャートである。
【００４４】
　本例においては、データベース６に格納されているテンプレート化されている診断画像
情報は、心電図（ＥＣＧ）のある時相、例えば、Ｒ波に同期して作成されたものを含み、
後述する照合にあっては、該当する時相に同期して作成されたものが読み出されるように
構成されている。また、データベース６に格納されている診断画像情報は、ある時相、例
えば、Ｒ波に同期して作成されたもののみであってもよい。ある所定の時相のテンプレー
トしかデータベース６に保存されていない場合には、全時相の動画像を保存する形態より
も、データベース６の記憶容量を小さくすることができ、また読み出し時間も短くなるた
め、照合時間も短縮できる。
【００４５】
　まず、ステップＳ１によって、被検体からＲ波を検出する。断層画像作成のための反射
エコー信号取り込みを、Ｒ波に同期して実行している。ステップＳ２によって、前の断層
像の識別処理は終了しているか否かが判定される。識別処理を心臓の１心拍の間に終了さ
せようとするものであるが、１心拍の長さには個人差があり、該識別処理が１心拍の間に
終了しなければ、さらに次のＲ波の検出まで識別処理を延長させる。これは必ずＲ波に同
期させて断層画像を作成せんがためである。ステップＳ２によって前の識別処理が終了し
ていた場合、ステップＳ３によって、反射エコー信号を取得し、ステップＳ４によって、
取得信号からデータベース６中のテンプレートと照合可能な形にテンプレート化した断層
画像情報を得る。
【００４６】
　そして、ステップＳ５によってデータベース６からテンプレート化された診断画像情報
が取り入れられ、前記テンプレート化された断層画像情報と照合される。ステップＳ６に
よって、前記断層画像情報は該診断画像情報と一致するか否か、すなわち前記断層画像情
報が識別されたか否かが判定される。識別が未定の場合には、次のＲ波検出を待って上述
した動作が繰り返される。ステップＳ６によって前記断層画像情報が識別された場合、ス
テップＳ７で、識別の結果が表示装置９に表示される。
【００４７】
　次に、ステップＳ８では、識別された断層像の種類に応じて計測設定部１０を介して、
検者によって計測設定がなされたかが判断され、未だなされていない場合には上記の動作
が繰り返され、計測設定がなされた場合には、ステップＳ９で、その設定に従って表示装
置上に表示されている断層像の計測が実行され、ステップＳ１０で、その計測結果が表示
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装置９に表示される。
【００４８】
　図３は、図２に示す動作において、Ｒ波の検出から次ぎのＲ波の検出までの間に識別処
理（図２のステップＳ３からＳ６までの処理）がなされる場合における該識別処理と信号
取得のタイミングを示した説明図である。この場合、Ｒ波の検出に基づいて信号取得を行
っているが、例えば、複数時相の信号取得を必要とする部分空間法に従った画像情報のテ
ンプレート化を行なう場合には、Ｒ波に同期した信号取得に加えて、例えば、該Ｒ波から
一定時間ｔの経過後の信号取得を行ってもよい。
【００４９】
　上述の実施例では心電計による心電図（ＥＣＧ）を用意できた場合の構成を示した。し
かし、例えば、救急時のようにすぐに心電図（ＥＣＧ）を準備できない場合においては、
心臓の動きからＥＣＧ上の時相を推定する。心臓が動く速さは１心拍の中で一定ではない
ので、その速度を計測して、ある特定の速度、例えば最高速度もしくは最低速度の時相を
検出し、この時相に同期して信号を取り込むようにしてもよい。この場合において、心臓
の動きの速度を計測するには、例えばオプティカルフローと称される方法を用いることが
できる。即ち、図８に示すように、心臓が表示されている断層面ＤＬの全体に速度を計測
する多数の点（計測点）Ｐを定め、この計測点Ｐの速度をオプティカルフロー法によって
算出し、その統計量から心臓全体の動き速度を演算する。

【図１】 【図２】

【図３】
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